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秋田市を取り巻く現状

①人口減少 ③公共施設の老朽化②厳しい財政状況

R6年度末
築３０年を経過した
施設床面積→約７割

67%

33%

歳入の減少ピーク時以降 減少傾向
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①人口減少

秋田市人口ビジョン修正案（令和８年１月）
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約３３万人 約２９万３千人

約２２万１千人 ２００５年：約３３万人
↓

２０２５年：約２９万３千人
↓

２０５０年：約２２万１千人
（国立社会保障・人口問題研究所 推計）

・少子高齢化
生産年齢人口の減少
老年人口割合２０５０年：４４％

・人口減少



②厳しい財政状況
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令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

（百万円）（百万円）

歳入

歳出

主要２基金年度末残高

第１５次秋田市総合計画基本構想修正案（令和８年１月）
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・歳入歳出
歳出が歳入を上回る

・基金
主要２基金の残高減少

・市税
事業所税の課税要件喪失



③施設の老朽化
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2015年度 2019年度 2024年度

総床面積と30年を経過した施設床面積の割合

築30年経過 築30年未満

約５９％

約４７％

約６７％

万/㎡

約112万㎡約110万㎡約109万㎡
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2015年 2024年 2050年

市民1人あたりの施設面積

3.45㎡/人
3.78㎡/人

5.06㎡/人
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令和３８年度までにおける公共施設等の更新等に要する費用推計 平均１７１億円/年

㎡/人



行政改革の取組み

【第８次秋田市行政改革大綱】令和５年１月
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秋田市公共施設等総合管理計画

保全コストの将来負担の軽減とニーズに対応した施設の再編

公共施設等マネジメント基本方針

①保有量の見直し

②未利用施設の活用

公共施設に係る経費の削減と平準化

転用や貸付による有効活用、売却
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秋田市公共施設等
総合管理計画

第８次行政改革大綱秋田市総合計画

目的

効率的な
施設運営

適切な
施設サービス

計画的な
維持管理



①保有量の見直し
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政策判断による方針決定

総合評価

方針（案）

公共施設等最適化専門部会
（行財政改革の課題を解決）

公共施設管理室 施設所管課

（1）１次評価
評価の全体像

施設の今後のあり方

（2）２次評価

（3）総合評価１次評価（定量的評価）

機能状況
（ソフト面）

建物状況
（ハード面） ＋

２次評価（定性的評価）

公共性

有効性代替性

１次評価結果

機能：継続or見直しor廃止

建物：継続or改善or廃止

２次評価結果

建物

機
能

偏
差
値

偏差値

高

高低

低

Ⅰ
ⅢⅣ

Ⅱ

保有優先度評価 施設の今後のあり方について、
方針を定めるとともに、その実施時期を整理（R6～R8）



公共施設の保有優先度評価 令和６～８年
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評価対象施設（施設分類）

評価対象
計１８１施設

コミュニティセンター

市民サービスセンター

ホール等

集会施設

庁舎等

高等学校

スポーツ施設

レクリエーション・観光施設

1

2

3

4

5

6
7

8

施設分類No 施設数

３０

５

８

６

３

７

１０

１７

施設分類No 施設数

9

10
11

12

13

14
15

16

保育所

博物館等

図書館

消防施設

公営住宅

児童館等

産業系施設

保健・福祉施設

６

５

４

１２

２４

９

３１

４



公共施設の保有優先度評価
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評価例

施設名

A施設

施設名

複合化
更新

短期（～R13）

維持

中期（R14～R18） 長期（R19～R28）

維持

理由等

建物を維持しつつ、長期で更
新する時期には、施設の複合
化を合わせて検討する。

施設の今後のあり方を短期、中期、長期に分けて評価



②未利用施設の活用

使用目的がなくなった公有財産（廃校舎等）の活用の優先順位

①地域による活用

②行政目的による活用

③民間企業等による活用

現在

③地域による活用

②行政目的による活用

①民間企業等による活用

今後（R8.4月以降）
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地域の意見も聞きながら売却・貸付け等を一括して管理し、収益化を図る



組織・執行体制の改革
公共施設マネジメントの位置づけ

現 行

改正案

総 務 部ー財産管理活用課 （市有地の管理、公有財産の活用等） ほか

総 務 部ー（仮称）財産管理課（市有地の管理等）

財 政 部ー財政課

公共施設管理室（公共施設マネジメント）
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（保有量の見直し等、公有財産の活用等）

企画財政部ー企画調整課
財政課 ほか

企画政策部ー（仮称）企画政策課 ほか

（仮称）公共施設マネジメント室

持続可能な公共施設の
全体保有量等

財源と一体的にマネジメント

将来にわたり安定した財政
基盤の確保
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行政運営上の課題＝全ての自治体に共通する問題

自治体同士の連携（課題と取組の共有）

行政サービスの提供へ


